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お 

知 

ら 

せ

行
政
相
談

ふ
る
さ
と
氷
川
応
援
寄
附
金

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
ご
相
談
、

お
悩
み
、お
困
り
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。相
談
は
無
料
で
す
。秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
　
時　

10
月
18
日
㈮ 

10
時
～
15
時

◆
場
　
所　

健
康
セ
ン
タ
ー 

健
康
相
談
室

◆
担
当
者　

行
政
相
談
員

　

松
田
幹
男　

☎
62
・
３
０
２
４

　

田
口
英
輔　

☎
62
・
３
２
６
３

問 

総
務
課 

行
政
係  

☎
52
・
７
１
１
１

　

ふ
る
さ
と
寄
附
金
と
は
、「
生
ま
れ

育
っ
た
ふ
る
さ
と
や
地
域
を
大
切
に
し

た
い
。」、「
ふ
る
さ
と
の
た
め
に
貢
献
し

た
い
。」と
い
う
善
意
の
気
持
ち
を
寄
附

金
と
い
う
形
に
す
る
も
の
で
、応
援
や
貢

献
し
た
い
と
思
う
地
方
自
治
体
へ
寄
附

さ
れ
た
場
合
、そ
の
相
当
額
が
、所
得
税

や
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
る
自
治
体
の
個

人
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
る
制
度
の
こ

と
で
す
。

町
よ
り

行
　
政

財
　
政

２
０
１
４
年
版 

県
民
手
帳
の
申
込
受
付

住
宅
・
土
地
統
計
調
査

　

毎
年
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
県

民
手
帳
が
今
年
も
発
売
さ
れ
ま
す
。購

入
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、宮
原
振
興
局

総
務
振
興
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

（
電
話
受
付
可
）。

◆
価
　
格　

４
５
０
円

◆
サ
イ
ズ　

９
・
１
㌢
×
15
㌢

◆
特
　
長

　

文
字
は
見
や
す
い
丸
ゴ
シ
ッ
ク
、市
町

村
便
覧
な
ど
の
統
計
情
報
掲
載
、表
紙
は

く
ま
モ
ン
、パ
ラ
パ
ラ
く
ま
モ
ン
登
場
、関

係
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
掲
載

◆
申
込
期
限　

10
月
18
日
㈮

問 

総
務
振
興
課 

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、10
月
１
日
現

在
で
、住
宅
・
土
地
統
計
調
査
を
行
い
ま

す
。

　

こ
の
調
査
は
、５
年
に
１
度
の
住
宅
・

世
帯
や
住
生
活
の
状
態
を
全
国
、地
域

別
に
明
ら
か
に
す
る
調
査
で
、国
や
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る「
住
生
活
基
本

計
画
」の
成
果
指
標
の
設
定
、耐
震
や

防
災
を
中
心
と
し
た
都
市
計
画
の
策
定
、

空
き
家
対
策
条
例
の
制
定
な
ど
に
幅
広

く
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

総
務
大
臣
が
指
定
す
る
調
査
区
か
ら

選
ば
れ
た
世
帯
に
、県
知
事
が
任
命
し

た
調
査
員
が
９
月
下
旬
か
ら
調
査
の
お

願
い
に
伺
い
、調
査
票
を
配
布
し
て
い
ま

す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
も
で
き

ま
す
の
で
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問 

総
務
振
興
課 

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）

ま
ち
づ
く
り

社
　
協

２
０
１
３
年
漁
業
セ
ン
サ
ス

マ
イ
バ
ッ
グ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

農
林
水
産
省
で
は
、11
月
１
日
を
基

準
日
に
漁
業
セ
ン
サ
ス
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、５
年
ご
と
に
行
う
全

国
一
斉
の
調
査
で
、漁
業
の
生
産
構
造
、

就
業
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

漁
村
、流
通
・
加
工
業
な
ど
の
漁
業
を
取

り
巻
く
実
態
を
総
合
的
に
把
握
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
各
種
水
産
統
計
調
査

の
基
礎
と
な
る
大
切
な
調
査
で
す
。

　

調
査
対
象
と
な
る
世
帯
に
、県
知
事
が

任
命
し
た
調
査
員
が
10
月
下
旬
か
ら
調

査
の
お
願
い
に
伺
い
ま
す
の
で
、ご
理
解

と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問 

総
務
振
興
課  

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

 

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）

　

熊
本
県
で
は
レ
ジ
袋
の
削
減
に
向
け
、

10
月
１
日
か
ら
10
月
31
日
ま
で「
マ
イ

バ
ッ
グ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」を
行
い
ま
す
。

　

期
間
中
は
一
斉
行
動
参
加
店
に
お
い

て
、レ
ジ
袋
の
無
料
配
布
中
止（
有
料

化
）、「
レ
ジ
袋
は
必
要
で
す
か
。」と
の

声
掛
け
、ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
な
ど
に
よ

り
、マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
運
動
を
展
開
し
ま

す
の
で
、皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
一
斉
行
動
参
加
店
は
県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

問 

熊
本
県
廃
棄
物
対
策
課

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
２
７
７

　

 http://w
w

w
.pref.kum

am
oto.jp/

　

 soshiki/45/

　

ま
た
、「
氷
川
町
の
た
め
に
役
立
て
て

く
だ
さ
い
。」と
、ふ
る
さ
と
氷
川
応
援

寄
附
金（
ふ
る
さ
と
納
税
）を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

皆
さ
ま
の
ご
厚
意
に
よ
る
寄
附
を
町

の
発
展
の
た
め
に
有
意
義
に
活
用
し
て

い
き
ま
す
。

【
寄
附
い
た
だ
い
た
人
】

　

河
野
政
典　

様（
広
島
県
）

問 

企
画
財
政
課 

財
政
係

　

☎
52
・
５
８
５
０（
直
通
）

県
よ
り

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
は
届
け
出
を

　

一
定
面
積
以
上
の
土
地
を
売
買
な
ど

し
た
場
合
は
、契
約
後
に
権
利
取
得
者

（
買
主
）が
届
け
出
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

◆
届
け
出
の
必
要
な
取
引

　

売
買
、交
換
、売
買
予
約
、譲
渡
担
保
、

代
物
弁
済
な
ど

◆
届
け
出
の
必
要
な
面
積

①
都
市
計
画
区
域（
市
街
化
区
域
）

竜
北
福
祉
セ
ン
タ
ー

和
風
風
呂
利
用
休
止

労
働
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を

お
手
伝
い
し
ま
す

潜
在
保
育
士
の

保
育
所
就
職
を
支
援
し
ま
す

熊
本
県
世
界
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
基
金

　

10
月
22
日
㈫
、23
日
㈬
に
、和
風
風

呂
脱
衣
室
の
工
事
を
行
い
ま
す
の
で
、

和
風
風
呂
の
利
用
は
休
止
し
ま
す
。な

お
、洋
風
風
呂
は
22
日
㈫
に
女
性
、23
日

㈬
に
男
性
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。皆
さ
ま
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
掛

け
し
ま
す
が
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問 

竜
北
福
祉
セ
ン
タ
ー  

☎
52
・
５
１
２
１

　

熊
本
県
労
働
委
員
会
で
は
、賃
金
カ
ッ

ト
や
解
雇
な
ど
労
働
者
と
事
業
主
と
の

間
に
起
き
た
ト
ラ
ブ
ル
の
自
主
解
決
が

困
難
な
場
合
に
、「
あ
っ
せ
ん
」に
よ
る
話

し
合
い
で
の
解
決
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

費
用
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

　

10
月
は「
あ
っ
せ
ん
制
度
」を
広
く
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
に
、出
張
相
談
お
よ
び

受
付
を
行
い
ま
す
の
で
、労
働
条
件
の
ト

ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
人
は
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◆
日
　
時　

10
月
22
日
㈫ 

13
時
～
17
時

◆
場
　
所　

　

八
代
地
域
振
興
局
１
階
保
健
所

　

第
１
集
団
指
導
室

問 

熊
本
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
７
５
３

　

保
育
士
の
人
材
確
保
の
た
め
、保
育

士
の
資
格
を
お
持
ち
で
保
育
士
と
し
て

働
い
て
い
な
い
潜
在
保
育
士
へ
再
就
職

を
支
援
す
る
た
め
の
研
修
を
行
い
ま
す
。

◆
日
　
時　

11
月
19
日
㈫ 
13
時
～
16
時

◆
場
　
所　

八
代
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

◆
内
　
容　

講
義
、保
育
士
体
験
談
な
ど

◆
定
　
員　

30
人

※
研
修
会
は
６
地
域
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

八
代
地
域
以
外
の
詳
細
に
つ
い
て
は

熊
本
県
保
育
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
保
育
協
会

　

☎
０
９
６
・
３
２
２
・
０
０
３
８

　

http://w
w

w
.kum

am
oto-hoiku.jp/

　

県
で
は「
熊
本
県
世
界
チ
ャ
レ
ン
ジ
支

援
基
金
」へ
の
寄
附
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

こ
の
基
金
を
活
用
し
、海
外
に
挑
戦
す

る
若
者
や
企
業
を
後
押
し
す
る
こ
と
で
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
を
育
て
、熊
本
の
将

来
の
活
力
に
つ
な
げ
ま
す
。寄
附
を
い
た

だ
い
た
人
に
は
税
制
上
の
優
遇
措
置
が

あ
る
ほ
か
、「
応
援
団
」と
し
て
お
名
前

の
ご
紹
介
、支
援
を
受
け
た
人
た
ち
か

ら
の
成
果
報
告
な
ど
も
予
定
し
て
い
ま

す
。

問 

熊
本
県
企
画
振
興
部 

企
画
課

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
０
１
８

熊
本
県
人
権
子
ど
も
集
会

　

部
落
差
別
を
は
じ
め
、あ
ら
ゆ
る
差

別
を
な
く
し
、一
人
一
人
の
人
権
が
尊
重

さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
行
わ

れ
る
集
会
で
す
。

　

県
内
の
児
童
生
徒
が
参
加
し
、子
ど

も
実
行
委
員
の
運
営
に
よ
り
、体
験
・
活

動
報
告
や
全
体
活
動
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ま
の
多
数
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

問 

熊
本
県
教
育
庁
教
育
指
導
局

　

 

人
権
同
和
教
育
課

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
７
０
２

　

２
０
０
０
平
方
㍍
以
上

②
都
市
計
画
区
域（
市
街
化
区
域
外
）

　

５
０
０
０
平
方
㍍
以
上

③
都
市
計
画
区
域
外

　

１
万
平
方
㍍
以
上

※
氷
川
町
は
都
市
計
画
区
域
外
で
す
。

◆
届
出
窓
口

　

土
地
の
所
在
す
る
市
町
村
の
国
土
利
用

計
画
法
担
当
課（
氷
川
町
は
総
務
振
興
課
）

◆
届
出
期
限

　

契
約
締
結
日（
予
約
を
含
む
）か
ら

２
週
間
以
内（
締
結
日
を
含
み
ま
す
）

問 

総
務
振
興
課  

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

 　

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）

　

 

県
庁
企
画
振
興
部
地
域
・

　

 

文
化
振
興
局
地
域
振
興
課

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
１
８
１

【お問い合わせ先】
■児童扶養手当について：町民環境課 町民環境係 ☎52－5851（直通）   ■児童扶養手当以外について：健康福祉課 福祉係　☎52－5852（直通）

各種手当額の変更について
手当名 平成25年9月分まで 平成25年10月分から

特別児童扶養手当（1級） 50,400 円 50,050 円
特別児童扶養手当（2級） 33,570 円 33,330 円
特別障害者手当 26,260 円 26,080 円
障害児福祉手当 14,280 円 14,180 円
児童扶養手当　※（全部支給の場合） 41,430 円 41,140 円

※「一部支給」の場合は、所得に
応じて『４１，１３０円～９，７１０
円／月』となります。

　また、２人以上の児童に対する
加算額については、変更ありま
せん（２人目５，０００円、第３子
以降１人につき３，０００円）。


